
人・農地プラン 

 

市町村名 対象地区名 作成年月日 直近の更新年月日 

三朝町   久原集落  令和 ４年 ３月 ２日 ― 

 

１．対象地区の現状 

①地区内の耕地面積 19.2 ha 

②アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計 19.2 ha 

③地区内における 75歳以上の農業者の耕作面積の合計 5.8 ha 

 ⅰ うち、後継者未定の農業者の耕作面積の合計 1.6 ha 

 ⅱ うち、後継者について不明の農業者の耕作面積の合計 ha 

④地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積 2   ha 

 

２．対象地区の課題 

   

 

 

 

 

 

 

３．対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針 

 

 

 

 

 

４．３の方針を実現するために必要な取り組みや、地区内農業を守るための取り組み 

  

 

 

 

 

 

５．中心経営体 

属性 農業者 
現状 今後の農地の引受の意向 

経営作目 経営面積 経営作目 経営面積 営農地 

認定  水稲 860a 水稲 100a 久原地区 

他  水稲 100a 水稲 100a 久原地区 

       

 

・現在、中心経営体によって農地を維持しているが、近い将来高齢化も進み離農者が増え農地を維

持して行くのが困難になると思われる。 

・高齢化に伴い、人手労力不足によって畦畔の草刈り用排水路の維持管理が難しくなる。 

・次世代の担い手がいない。 

 

・地区内の農地は、中心経営体である認定農業者が担うが、畦畔の草刈り、用排水路の管理は地権

者の責任のもと管理するよう検討する。 

 

・非農家の作業協力。 

・地区内の農地の見える化。地区内の耕作地図を作成し毎年更新していく。 

・利用権設定時に、農地の貸借についての覚書を作成する。 


